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報告事項

(1)事業の進捗状況について

(2)仮換地指定について

①仮換地指定の変更

②第４回使用収益開始

(3)令和３年度の工事概要について
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（１）事業の進捗状況について

今後のスケジュール
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年度別移転計画図
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※計画により変更することがあります



宅地整備完成予定図
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※計画により変更することがあります仮線用地(想定)



(２)仮換地指定について
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・従前地の分筆
・従前地の地番変更

他の仮換地に影響を及ぼさない軽微な変更

審議会で内容を報告



仮換地の軽微な変更について

６

 

名古屋都市計画事業新清洲駅北土地区画整理事業の仮換地の軽微な変更の取扱いについて 

 仮換地指定後において、他の仮換地に影響を及ぼさない軽微な変更としてあらかじめ施行者限りで専決処理できる事項を定め、

事業の効率化を図るものとする。なお、後日、審議会でその内容を報告すれば足りるものとする。 

仮換地指定後、専決処理ができる軽微な変更事項 

 

 ① 従前の宅地の地番、地目又は地積の変更によるもので、換地の実質を変更しないもの 

 

 ② 従前の宅地の分筆又は合筆によるもので、換地の実質を変更しないもの 

 

 ③ 従前の宅地の権利変動又は登記記録事項等のその他の権利変動によるもので、合併換地又は合併換地の解消を必要とし、 

換地の実質を変更しないもの 

 

 ④ 新たな借地権等の登記又は申告によるもので、その借地権等の存する宅地又はその部分が一筆の全部又は地主自用地の全部 

であり、換地の実質を変更しないもの 

 

 ⑤ 借地権等の消滅によるもので、借地権等の目的となるべき宅地の換地を定める必要がなくなったもの 

 

 ⑥ 関係権利者から提出された分筆・合筆届出書及び仮換地分割・合併願に基づく換地の変更で、その変更の範囲が極めて小範 

囲であり、かつ他の換地に影響を及ぼさないもの 

第４回土地区画整理審議会 諮問第１０号（平成２８年１１月７日諮問） 



仮換地指定の変更箇所図
従前の宅地分筆

1044 ⇒ 1044-1、1044-2

従前の宅地地番変更
1065-2 ⇒ 1065-3
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（２）仮換地指定について
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（２）仮換地指定について
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② 第４回使用収益開始
使用収益開始箇所図

１0
仮線用地(想定)

フィール清須店

らんぷ清須店

名鉄新清洲駅

からふる庭園



仮換地使用収益開始 総括表
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１2

（３）令和３年度の工事概要について

フィール清須店

名鉄新清洲駅

らんぷ清須店

令和３年度の工事概要

仮線用地(想定)

からふる庭園

暫定駅前広場

新清洲駅前北線



令和３年度工事の進捗状況（仮設道路）
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写真１（仮設道路の工事状況）

写真２（仮設道路の工事状況） 写真３（完成した利用開始前の仮設道路）

写真３
写真１ 写真２

仮設道路



令和３年度工事の進捗状況（8-2号線）
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写真１（区8-2道路の工事状況）

写真２（区8-2道路の工事状況） 写真３（完成した利用開始前の区8-2道路）

写真３写真１
写真２


